
熱中小学校　阿波踊り

〈上板町の人口〉住民基本台帳登録人口　令和元年７月末現在　○世帯数／ 4,890世帯　○人口／男5,736人／女6,246人／計11,982人

上板町議会議員一般選挙のお知らせ
敬老会を開催します

農用地区域除外申請の受け付けについて
日本遺産「藍のふるさと阿波」魅力発信サポーター養成講座

サポーター候補生募集！
「かきじぃ」に投票よろしくお願いいたします！（写真）熱中連　阿波踊り
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　去
る
、八
月
八
日（
木
）中
央
公
民
館
に
お
い
て『
防
ご
う
！
少
年
非
行
』県
民
総
ぐ
る
み
運
動
・

上
板
町
推
進
大
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　本
大
会
は
、
町
民
あ
げ
て
青
少
年
の
健
全
育
成
に
取
り
組
む
気
運
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、

町
民
各
層
の
非
行
防
止
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
深
め
、
次
代
を
担
う
青
少
年
の
非
行
防
止
と

健
全
育
成
を
図
る
目
的
で
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。

　大
会
で
は
、
松
田
町
長
の
力
強
い
挨
拶
の
後
、
上
板
中
学
校
校
内
非
行
防
止
作
文
優
秀
者
三

名
（
最
優
秀
賞 

三
年

　瀬
川 
遥
日
さ
ん
、
優
秀
賞 

二
年

　畠
田 

尚
樹
さ
ん
、
優
秀
賞
一
年

　

藤
巻 

建
さ
ん
）
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　そ
し
て
、
最
優
秀
賞
の
瀬
川 

遥
日
さ
ん
が
「
私
に
で
き
る
こ
と
」
と
題
し
た
作
文
を
発
表
し
、

参
加
者
よ
り
盛
大
な
拍
手
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　次
に
、
團
教
育
長
職
務
代
理
者
よ
り
「
大
会
宣
言
」
が
朗
読
さ
れ
、
青
少
年
が
豊
か
で
た
く

ま
し
く
育
つ
よ
う
、
町
民
一
丸
と
な
っ
て
非
行
防
止
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
。　最

後
に
、徳
島
県
警
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　警
部
補

　曽
我
部 

剛

　氏
よ
り
「
ネ
ッ

ト
犯
罪
や
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
子
供
を
守
る
た
め
に
」
と
題
し
た
基
調
講
演
が
あ
り
、
青
少
年
の
支

援
関
係
を
中
心
と
し
た
貴
重
な
お
話
に
参
加
者
一
同
最
後
ま
で
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

新しい地域おこし協力隊員が
着任しました！

上
板
町
推
進
大
会

『
防
ご
う
！
少
年
非
行
』

　令
和
元
年
度
板
野
郡
夏
季
卓
球
大
会
が
、
板
野
郡
卓
球
協
会
の
主
催
で
令
和
元
年
七
月
十
四

日（
日
）に
藍
住
町
体
育
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
さ
れ
、上
板
卓
球
ク
ラ
ブ
が
優
勝
を
飾
り
ま
し
た
。

　八
月
二
十
日
、

六
番
札
所
安
楽
寺

に
て
上
板
町
防
犯

推
進
委
員
協
議
会

（
会
長

　中
川
直
）

が
防
犯
啓
発
活
動

を
実
施
し
ま
し

た
。
町
内
の
皆
様

の
安
全
・
安
心
を

守
る
た
め
に
、
委

員
と
徳
島
板
野
警

察
署
の
方
が
防
犯

啓
発
グ
ッ
ズ
の
配

布
や
安
楽
寺
周
辺

の
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
い
ま
し
た
。

板
野
郡
夏
季
卓
球
大
会

　上
板
ク
ラ
ブ

　吉
住

　勝
己

　　吉
田

　浩
通

　鳥
羽

　秀
明

　　篠
原

　英
之

　祖
父
江
博
文

　　斎
藤

　和
恵

優
勝

板
野
郡
夏
季
卓
球
大
会

令
和
元
年
度

防
犯
啓
発
活
動
を

実
施
し
ま
し
た

防
犯
啓
発
活
動
を

実
施
し
ま
し
た
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上板町議会議員一般選挙のお知らせ

◇期日前投票制度
　選挙は、選挙期日（投票日）
に投票所において投票すること
を原則としていますが、仕事や
旅行などで投票日当日、投票に
行けない方が選挙期日前であっ
ても選挙当日と同じ方法で投票
を行うことができる制度です。

◇期日前投票の手続き
⑴　宣誓書等の提出
　　期日前投票所の受付に、必
要事項を記載した宣誓書と投
票所入場券を提出します。（投
票所入場券はなくても投票で
きます。）
⑵　投票用紙の交付
　　受付係で宣誓書の記載を確
認後、投票用紙をお渡ししま
す。
⑶　投票用紙への記載、投票
　　投票記載台で投票用紙に記
入し、投票箱へ投票用紙を投
函します。

◇選挙日程
上板町議会議員一般選挙が下記により執行される予定です。

期
日
前
投
票
制
度
に
つ
い
て

区分 障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障害 １級又は２級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸又は小腸の障害

１級又は３級

免疫又は肝臓の機能障害 １級から３級まで
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障害 特別項症から第２項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸又は肝臓、小腸の障害

特別項症から第３項症まで

介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護５」

区分 障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 １級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚の障害 特別項症から第２項症まで

不
在
者
投
票
制
度
に
つ
い
て

　②　郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
　　　上記①の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない

人で手帳等の記載が次に該当する人は、あらかじめ届け出た者（選挙権
を有する者に限る）に投票に関する記載をさせることができます。

◇不在者投票制度
　仕事や旅行などで選挙期間中、上板町以外の市区町村に滞在している方は、
滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院
等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

◇不在者投票の手続き
⑴　上板町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
　①上板町選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類

を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
　②交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員

会に出向きます。
⑵　指定病院等における不在者投票
　　徳島県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入
所中の方で、　投票日当日に投票所に行けない方は、その施設において不
在者投票ができます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、
投票は病院長等の管理する場所で行います。
⑶　郵便等による不在者投票
　　身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人
が自宅等で投票の記載をし、郵便等を利用して投票を行う制度です。
　　この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必
要です。
　①　郵便等による不在者投票をすることができる人
　　　身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、下記の障害の

ある者または、介護保険被保険者証「要介護５」の者に認められていま
す。（自分の氏名や候補者名を自書できることが条件となります。

●　お問い合わせ　●

上板町選挙管理委員会事務局
（上板町役場総務課内）
☎６９４－６８０１

・告　示　日　令和元年９月10日（火）
・立候補受付　令和元年９月10日（火）　８時30分〜17時
　　　　　　　上板町中央公民館・大会議室（役場２階）
・投 票 日 時　令和元年９月15日（日）　７時〜20時
・投　票　所　町内５投票所（投票所入場券に、あなたの投票所を記載しています）
・期日前投票　令和元年９月11日（水）〜令和元年９月14日（土）の４日間
　　　　　　　時間：８時30分〜20時　　場所：上板町役場　１階ロビー
・不在者投票　令和元年９月11日（水）〜令和元年９月14日（土）の４日間
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■
対
象
者

平
成
三
十
年
中
に
節
目
の
年
齢
に
な
ら
れ
た
方

（
昭
和
十
八
年
、
昭
和
十
三
年
、
昭
和
八
年
、
昭

和
三
年
生
ま
れ
の
方
）

た
だ
し
、
長
期
入
院
患
者
や
施
設
入
所
者
は
対
象

外
で
す
。

　

な
お
、
対
象
者
に
は
八
月
下
旬
に
歯
科
健
診
受

診
券
の
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
。
長
期
入

院
患
者
・
施
設
入
所
者
の
方
に
ハ
ガ
キ
が
届
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
対
象
外
で
す
の
で
健
診
は
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。

■
受
診
場
所

　

後
期
高
齢
者
の
歯
科
健
診
の
実
施
協
力
歯
科
医
院

受
診
可
能
な
歯
科
医
院
の
一
覧
表
を
上
板
町
役
場

税
務
課
窓
口
・
広
域
連
合
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

ま
た
、
広
域
連
合
及
び
県
歯
科
医
師
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
中
で
す
。

■
受
診
方
法

　

事
前
に
電
話
等
に
て
健
診
実
施
歯
科
医
院
に
ご
予

約
の
上
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
健
診
項
目

　

問
診
、
口
腔
内
診
査
、
口
腔
機
能
評
価
等

■
受
診
費
用

　

無
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
さ
れ
て
い
る
在
宅
の
要
介

護
者
を
対
象
に
、
在
宅
で
歯
科
健
診
や
歯
科
保
健
指
導

を
行
う
こ
と
で
、
口
腔
機
能
の
維
持
回
復
を
促
し
、
高

齢
者
の
低
栄
養
や
誤
嚥
性
肺
炎
の
予
防
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
訪
問
歯
科
健
康
診
査
を
行
い
ま
す
。

　
■
対
象
者

自
力
で
歯
科
医
院
に
通
院
す
る
こ
と
が
困
難
な
在
宅
の
要

介
護
者
で
、
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
徳
島
県
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
。

　

①
要
介
護
３
・
４
・５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

　

②
介
護
保
険
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
口
腔
機
能
向
上

加
算
を
受
け
て
い
な
い
方

　

③
医
療
保
険
の
訪
問
歯
科
衛
生
指
導
を
受
け
て
い
な
い
方

　

④
平
成
三
十
一
（
令
和
元
）
年
度
歯
科
健
康
診
査
を
受
け

て
い
な
い
方

　
■
実
施
機
関

　
令
和
元
年
九
月
一
日
～
令
和
元
年
十
二
月
末

　
■
健
診
費
用
　
無
料

　

※
た
だ
し
、
そ
の
後
の
歯
科
治
療
に
つ
い
て
は
有
料

　
■
申
し
込
み
先

　
徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
　
事
業
課

　

※
申
請
前
に
、
必
ず
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
代
理
申
請
も
可
能
で
す
。

　

※
対
象
者
と
決
定
し
た
方
に
は
訪
問
歯
科
医
・
歯
科
衛
生

士
を
ご
自
宅
等
に
派
遣
い
た
し
ま
す
。

　　

訪
問
歯
科
健
診
の
詳
細
や
申
請
書
等
必
要
書
類
に
つ
い
て

は
、
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
診
期
間

　

令
和
元
年
九
月
一
日
～

　
令
和
元
年
十
一
月
三
十
日

■
持
っ
て
い
く
も
の

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
と
歯
科
健
診
受

診
券
の
ハ
ガ
キ

■
そ
の
他
注
意
事
項

　

○
健
診
の
予
約
日
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

　

○
歯
科
健
診
は
期
間
中
に
一
回
の
み
で
す
。
後

日
重
複
受
診
が
判
明
し
た
場
合
は
費
用
を
請

求
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

○
歯
科
健
診
自
体
は
無
料
で
す
が
、
そ
の
後
に

治
療
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
は
有
料
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

○
健
診
結
果
は
、
広
域
連
合
又
は
上
板
町
で
の

口
腔
保
健
指
導
及
び
徳
島
大
学
と
の
共
同
研

究
に
よ
る
分
析
調
査
に
活
用
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
節
目
の
年
齢
の
方
を
対
象
に
、
歯
・
歯
肉
の
状
態
や

口
腔
清
掃
状
態
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
口
腔
機
能
の
低
下
や
肺
炎
等
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、
歯
科

健
康
診
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
徳
島
大
学
歯
学
部
に
お
い
て
、
口
腔
ケ
ア
と
体
の
健
康
、
医
療
費
や
介
護
給
付
費
と
の
関

連
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
定
期
健
診
の
受
診
や
口
腔
ケ
ア
を
行
う
こ
と
は
、
全
身
の
健
康
に
と
て
も

重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
対
象
者
は
、
ぜ
ひ
歯
科
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
歯
科
健
康
診
査
に

関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局

事
業
課

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
松
七
八
番
地
一

☎
〇
八
八

－

六
七
七

－

三
六
六
六

長
期
入
院
患
者
や
施
設
入
所
者
の
方
は
、
す
で
に

健
康
状
態
を
把
握
さ
れ
、
医
師
や
施
設
管
理
者
等

の
指
導
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

歯
科
健
康
診
査
の
対
象
者
か
ら
除
い
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
訪
問
歯
科
健
康
診
査
に
関
す

る
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

徳
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事
務
局
　
事
業
課

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
松
七
八
番
地
一

☎
〇
八
八

－

六
七
七

－

三
六
六
六

後期高齢者医療制度 歯 科 健 康 診 査 の お 知 ら せ歯 科 健 康 診 査 の お 知 ら せ

後期高齢者医療制度 在宅要介護者訪問歯科健康診査のお知らせ在宅要介護者訪問歯科健康診査のお知らせ
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　国
で
は
、
毎
年
九
月
十
日
か
ら
の
一
週
間
を
「
自
殺

予
防
週
間
」
に
設
定
し
、
悩
み
を
抱
え
た
人
が
必
要
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
支
援
策
を
重
点
的
に
実
施

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　家
族
や
職
場
、
友
人
な
ど
の
身
近
な
人
の
サ
イ
ン
に

気
づ
き
、
医
療
機
関
や
相
談
機
関
に
つ
な
ぎ
、
見
守
り

と
自
殺
予
防
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

●こころの健康相談統一ダイヤル　 TEL 0570－064－556
●よりそいホットライン（24時間対応）
　　　　　　　　　　　　フリーダイヤル　0120－279－338
●とくしま自殺予防センター　 TEL 088－602－8911
●い の ち の 希 望　　　　　　　TEL 088－623－0444

検 索ＳＮＳ相談

「あなたも出来る
　　自殺予防のための行動」

相
談
窓
口

気づき 家族や仲間の変化に気づいて、
声をかける。気づき

傾　聴 本人の気持ちを尊重し
耳を傾ける。傾　聴

つなぎ 早めに専門家に相談するよう
促す。つなぎ

見守り 温かく寄り添いながら、
じっくり見守る。見守り

９月10日～16日は「自殺予防週間」です。

●ＳＮＳ相談事業　厚生労働省

　

九
月
は
固
定
資
産
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
（
第
二
期
）
及
び
国
民
健
康
保

険
税
（
第
三
期
）
の
納
付
月
で
す
。
納
期

限
は
九
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
で
す
。

　

納
期
限
内
に
お
納
め
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
方
は
、
九
月
三
十
日
に
引

き
落
と
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
残
高
の
ご

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
転
出
・
婚
姻
等
、
世
帯
状
況
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、
自
動
的
に
解
約
と

は
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　■
口
座
振
替
の
手
続
き

　

通
帳
と
通
帳
届
出
印
を
持
参
し
、
上
板

町
内
取
扱
金
融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み

下
さ
い
。

　
■
ご
利
用
い
た
だ
け
る
町
税
（
料
）

　

町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・

　

軽
自
動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
■
取
扱
金
融
機
関

　

阿
波
銀
行
、
徳
島
銀
行
、

　

板
野
郡
農
協
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

　
上
板
町
役
場
　
税
務
課

　
☎
六
九
四

−

六
八
〇
七

お
問
い
合
わ
せ

今
月
の
納
付
期
限

　
　
　
に
つ
い
て

　
税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
　

口
座
振
替

　

高
齢
者
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
長
寿
を
祝
し
、
あ
わ
せ
て
広
く
高
齢
者
福

祉
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た

め
、
次
の
と
お
り
敬
老
会
を
開
催
い
た
し
ま

す
。

　

皆
様
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◯
日
　
時　
令
和
元
年
九
月
七
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
か
ら
（
午
前
中
に
終
了
予
定
）

◯
場
　
所　
上
板
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

多
目
的
ホ
ー
ル

◯
対
象
者　
昭
和
十
七
年
以
前
に
生
ま
れ
た
方

　
　
　
　
　

※
対
象
と
な
る
方
に
は
、
案
内
通
知
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

上
板
町
役
場
　
福
祉
保
健
課

☎
六
九
四

－

六
八
一
〇

　
敬
老
会
を

開
催
し
ま
す
　

　

令
和
元
年
十
月
一
日
よ
り
始
ま
る
制
度

で
す
。

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
と
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
額

以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

【
対
象
と
な
る
方
】

✓
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方 

・
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る

・
世
帯
員
全
員
が
町
税
非
課
税
で
あ
る　

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計

が
八
八
万
円
以
下
で
あ
る

✓
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

　
受
給
し
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
額
が
約
四
六
二
万
円
以
下

で
あ
る

◎
対
象
と
な
る
方
に
は
日
本
年
金
機
構
よ

り
手
続
き
の
ご
案
内
が
九
月
上
旬
か
ら

順
次
届
き
ま
す
。

年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
制
度

　
　
の
お
知
ら
せ

お
問
い
合
わ
せ

　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
☎
〇
五
七
〇

－

五
〇

－

四
〇
九
二

　
徳
島
北
年
金
事
務
所

　
　
☎
〇
八
八

－

六
五
五

－

〇
二
〇
〇
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保健師からのお知らせです保健師からのお知らせです

■実 施 日　令和元年10月24日（木）
■受付時間　８時30分〜 10時
■受付場所　上板町農村環境改善センター　１階玄関

■申 し 込 み　受診を希望する方は９月24日（火）までにお申し込み下さい。
■申し込み先　福祉保健課・保健師まで（☎694−6810）にて申し込みください。
　　　　　　　＊次回の検診日は、12月５日（木）です。

検診項目 対象者 検診内容 自己負担金

胃 が ん 検 診 40歳以上 バリウム検査 1,000円

大 腸 が ん 検 診 40歳以上 便潜血検査２日法 　500円

肺 が ん 検 診 40歳以上 胸部Ｘ線撮影 無　料

特 定 健 康 診 査
（※受診券が必要）

40歳以上 身体測定、血液検査、
尿検査、医師の診察 1,000円

１．「各種集団がん検診・特定健康診査」について

検診名 対象者 自己負担額 検診期間
（医院の診療時間内

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 1,200円
令和２年３月31日まで

乳 が ん 検 診 40歳以上の女性 1,500円

　子宮頸がん検診、乳がん検診は、２年に１回の受診間隔で県内広域医療機関にて
検診を受けることができます。

２．子宮頸がん検診・乳がん検診（個別検診）について

　対象者は50歳以上（昭和45年４月１日以前の生年月日）の方です。
　受診間隔は２年に１回となります。（同一年度に胃部エックス線検査と併用はできません。）
　自己負担金は4,100円です。検診期間は令和２年２月29日（医院の診療時間内）までです。

３．胃内視鏡検診（個別検診）について

子宮頸がん検診・乳がん検診（個別検診）、胃内視鏡検診（個別検診）を希望の方は、
福祉保健課　保健師までお問い合わせ下さい。☎６９４－６８１０
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①　15分以上続く突然の胸の痛み、圧迫感、重苦
しさ、特に冷や汗を伴うようなもの

　　　⇒心筋梗塞、狭心症などが疑われます！

②　突然、意識がなくなる
　　　⇒脳出血、脳梗塞などが疑われます！

③　突然、手や足に麻痺がおこる
　　　⇒脳出血、脳梗塞などが疑われます！

④　呼吸が苦しくなる
　　　息を吸うごとにヒューヒュー音がしている
　　　息を吐くときに大げさに肩を動かしている
　　　意識がはっきりしない、など

⑤　出血が止まらなくなる
　　　傷口から血液が勢いよくふきだしている
　　　　血液が大量に流れ出している、など

化学物質（タバコ・家庭用品）、医薬品、動植物の毒などによって急性中毒の事故が発生した場合には…

大阪中毒110番（365日　24時間対応）　☎ 072－727－2499（情報提供：無料）

⑥　広い範囲のやけど
　　　（例：体の表面積の15％以上）

　⑦　交通事故
　　　⇒特にはねとばされたり、歩行ができない、

意識がないなど
　　　　現場検証の前に119番通報

⑧　心肺停止状態
　　　心臓と呼吸が止まった状態で、放置すれば

死んでしまう。一刻を争う状態。

⑨　その他、いつもと様子が全く違う、顔色が真っ
青などの異常がある、など

こんな時は救急車を呼びましょう

緊急を要する重症な状態の場合は、次の要領で通報してください。

1　119番にダイヤルする。

2　「火事ですか。救急ですか。」と尋ねられるので、「救急です」と告げる。

3　救急車に来てもらう場所、患者の氏名、年齢、状態を伝える。
　　◦マンションの場合はマンションの名前、○階、○号室
　　◦場所がわかりにくい場合は、目印となる建物や道路名など

4　救急車を待っている間に次のものを用意する。
　　◦健康保険証　◦お金　◦普段飲んでいるお薬

5　救急車のサイレンが聞こえたら、場所を案内する人を出し、誘導する。

6　救急車が到着したら、次のことを伝える。
　　◦救急車が到着するまでの容態変化　◦応急手当をした場合は、その内容
　　◦持病がある場合は、その病名、かかりつけ医

４．救急車の正しいかかり方について

救急車の呼び方

● お問い合わせ ●　　上板町役場　福祉保健課・保健師　☎６９４−６８１０

◆私のかかりつけ医◆ 病 院 名 電話番号 診療時間

9　●　広報かみいた　第255号



令和元年度　結核・肺がん検診について
対　　象　　者

○結核・肺がん検診 （無料） ４０歳以上の住民の方で他の検診で受けていない方

○喀 痰 検 査 （500円） ５０歳以上で、喫煙指数（１日の喫煙本数×年数）が６００以上の方

＜撮影時の着衣について＞ ＊上半身は下着か Tシャツ１枚だけになります。
＊下着か Tシャツは、えりが無く、ししゅうやワッペンのついてないもの、
及びボタン・金具・プラスチック等のついてないもの。
＊ネックレス等は必ずはずしてください。

結核・肺がん検診日程表 ＊昨年度より場所・時間の変更が一部ありますので、ご確認ください。
＊事前申し込みは不要です。直接実施場所に時間内にお越し下さい。

＊問診票は、当日、現地受付にて用意しております。

＊問診票は、福祉保健課にも用意しています。事前に配布を希望される方は、窓口にお越し
いただくか、電話にてご連絡ください。
＊検診に関するお問い合わせは　上板町役場　福祉保健課　☎694－6810 までお願いします。

9 月 18 日（水曜日） 9 月 20 日（金曜日）
泉 谷　 馬 木 久 子 様 宅 裏 9：00〜　9：20 樫 山　 三 橋 文 子 様 宅 前 9：30〜 10：10

共 栄 精 工 様 9：40〜 10：00 鳥 屋 集 会 所 10：30〜 10：50

松 島 神 社 前 10：20〜 11：00 鳥 羽 神 社 11：10〜 11：40

神 宅 団 地 1 号 棟 西 側 11：20〜 11：40 南 老 人 集 会 所 13：10〜 14：00

西 老 人 集 会 所 13：00〜 13：30 高 磯　 里 見 恵 子 様 宅 前 14：20〜 14：40

天 神 前 公 会 堂 13：50〜 14：20 椎 本 多 目 的 集 会 所 15：00〜 15：40

安 楽 寺 北 側 大 駐 車 場 14：40〜 15：20

9 月 25 日（水曜日） 9 月 26 日（木曜日）
神 宮 寺 大 己 貴 神 社 9：00〜　9：30 上 板 町 役 場 前 9：00〜 10：00

大 山 町 集 会 所 9：50〜 10：20 西 分 老 人 集 会 所 10：20〜 10：50
板 野 郡 農 協 本 店
（ 旧 Ｊ Ａ 大 山 ） 10：40〜 11：30 大山消防コミュニティセンター（ 西 分 字 原 渕 ７ － １ ） 11：10〜 11：30

西 原 団 地 南 13：00〜 13：30 上板町消防団第六分団詰所（ Ｊ Ａ 佐 藤 塚 倉 庫 西 側 ） 13：00〜 14：00

大 南 集 会 所 前 13：50〜 14：30 古町「セブンハイツ滝川」様駐車場 14：20〜 15：00

小 路　 三 好 清 一 様 宅 前 14：50〜 15：10 上 板 町 文 化 セ ン タ ー 15：20〜 15：40

上 板 町 役 場 前 17：00〜 19：00
東 老 人 集 会 所 17：00〜 17：50

南 老 人 集 会 所 18：10〜 19：00

お知らせ
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９月　保健行事予定表

９
月

1 ㈰ あ い ず み 皮 ふ 科 692 − 9211
2 ㈪ くぼ小児科クリニック 678 − 7141
3 ㈫ き た じ ま 皮 フ 科 678 − 7010
4 ㈬ 香 川 内 科 692 − 9770
5 ㈭ 森 本 医 院 641 − 4141
6 ㈮ 中 川 整 形 外 科 641 − 2288
7 ㈯ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692 − 0110
8 ㈰ 奥 村 医 院 692 − 2403
9 ㈪ 稲 次 病 院 692 − 5757
10 ㈫ 浜 病 院 692 − 2317
11 ㈬ 清 水 内 科 692 − 8900
12 ㈭ あ い ず み 皮 ふ 科 692 − 9211
13 ㈮ 奥 村 医 院 692 − 2403
14 ㈯ こうの INR クリニック 693 − 1103
15 ㈰ 山 田 眼 科 藍 住 692 − 8118
16 ㈪ 矢 野 医 院 692 − 4411
17 ㈫ 山 田 眼 科 藍 住 692 − 8118
18 ㈬ 矢 野 医 院 692 − 4411
19 ㈭ 山 根 眼 科 692 − 8171
20 ㈮ 西 條 耳 鼻 咽 喉 科 692 − 8711

■ 担当時間 ■　平日 18：00 〜 22：00　　休日 9：00 〜 22：00
９
月
21 ㈯ 竹 本 内 科 672 − 0174
22 ㈰ 山 根 眼 科 692 − 8171
23 ㈪ 西 條 耳 鼻 咽 喉 科 692 − 8711
24 ㈫ 北島こどもクリニック 697 − 2221
25 ㈬ 中 山 産 婦 人 科 692 − 0333
26 ㈭ 内科クリニック・オクムラ 692 − 4771
27 ㈮ きはら耳鼻咽喉科医院 693 − 0087
28 ㈯ 井 上 病 院 672 − 1185
29 ㈰ 富 本 小 児 科 内 科 692 − 7228
30 ㈪ 近 藤 外 科 内 科 693 − 1188

10
月

1 ㈫ こやま小児科内科クリニック 637 − 3211
2 ㈬ 大 久 保 内 科 692 − 1220
3 ㈭ 杉みね整形クリニック 693 − 1021
4 ㈮ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693 − 3020
5 ㈯ 三 愛 内 科 672 − 0176
6 ㈰ こやま小児科内科クリニック 637 − 3211
7 ㈪ 小 松 泌 尿 器 科 692 − 1277
8 ㈫ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692 − 0110
9 ㈬ こうの INR クリニック 693 − 1103
10 ㈭ 竹 本 内 科 672 − 0174

担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　　698 − 1234　　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　　692 − 5757　　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　　672 − 1171　　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和元年９・10月分
〈9/1～10/10まで〉

市外局番は（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医

Ⅰ　健康相談・健康教育
月／日 時　　　間 場　　　所 内　　　　容 担　　　当
9／3 10：00 〜 11：30 農村環境改善センター 個別健康相談 保健師
10／1 10：00 〜 11：30 農村環境改善センター 個別健康相談・健康教育 保健師・理学療法士

Ⅱ　乳幼児健康診査

月／日 受 付 時 間 場　　　所 内　　　　容 該　当　者

9／5 13：00 〜 13：20 農村環境改善センター 問診、内科・歯科診察、身体測定、聴
力検査、発達・育児・歯科・栄養相談

平成29年12月１日〜
平成30年２月28日生

１．１歳６か月児健康診査

Ⅲ　町内巡回結核・肺がん検診がん検診（40歳以上の方）
　９月 18日、20日、25日、26日、町内各地を検診車が巡回し、
胸部レントゲン撮影を行います。料金は無料です。
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　近年の晩婚化・未婚化・少子化を踏まえ積極的な結婚活動を促進するため、とくしまマリッジ
サポートセンターが運営する「マッチングシステム」の会員登録料を補助します。

マリッサとくしまマッチング会員登録料の１／２
登録料１０，０００円（２年間有効）

対象経費

マッチング会員登録後、補助申請書と登録料支払い証明書
（領収書または振込明細書）を提出してください。
※詳しくは下記までお問い合わせください。

申し込み手順

上板町に現住所がある２０歳以上の独身の方
対象者

●補助制度に関するお問い合わせ
　上板町役場企画防災課
　☎６９４－６８２４

●マッチングシステムに関するお問合せ
　とくしまマリッジサポートセンター
　☎０８８－６５６－１００２（水曜・木曜休み）
　http://www.msc-tokushima.jp/

あなたの結婚を応援します！あなたの結婚を応援します！

マッチングシステムとは
１対１のお引合わせ（お見合い）をサポートする
会員制のマッチングシステムです。
　主な流れ
①Webサイトや電話で入会申込
②会員登録（半額補助）
③タブレット端末でお相手探し
④お引合せ（お見合い)申し込み
⑤顔合わせ・対面
⑥お互いに交際意思があれば交際スタート

警 戒 レ ベ ル ４ で 全 員 避 難！警 戒 レ ベ ル ４ で 全 員 避 難！
　水害・土砂災害の防災情報について住民等が情報の意味を直感的に理解しやすく、適切な避難行動が可能
となるように5段階の「警戒レベル」を用いての情報提供を開始しています。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎６９４－６８２４

詳しく知りたい方は
内閣府防災情報のページをご覧ください。 検 索内閣府　避難勧告

警戒レベル とるべき避難行動 避難情報 参考となる防災気象情報
（警戒レベル相当情報）

警戒レベル５ 既に災害が発生している状況
命を守る最善の行動を！ 災害発生情報 氾濫発生情報

大雨特別警報

警戒レベル4 全員避難（対象地域） 避難指示（緊急）
避難勧告

氾濫危険情報
土砂災害警戒情報

警戒レベル3 避難に時間を要する人は避難開始 避難準備・高齢者等
避難開始

氾濫警戒情報
洪水警報

警戒レベル2 避難行動の確認 大雨注意報
洪水注意報

警戒レベル1 災害への心構え 早期注意報

※市町村が発令するのは避難情報の警戒レベル３・４・５です。
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自 衛 官 （ 学 生 ） 受 付 案 内
募集種目 資　　格 受付期間 試 験 日 そ　の　他

自衛官候補生 18～33歳未満
の男女 現在受付中 受付時にお知らせし

ます。
１　試験会場：徳島県内で実施します。
２　試験科目：筆記試験、口述試験、適性検査及び身体検査
詳しい内容については、下記のお問合せ先までご連絡下さい。

一般曹候補生 18～33歳未満
の男女

令和元年９月
６日まで受付
中

１次試験：
令和元年９月20日～
22日のいずれか１日
を指定されます。

１　試験会場：徳島県内で実施します。
２　試験科目：（１次）筆記試験
　　　　　　　（２次）身体検査、口述試験
詳しい内容については、下記のお問合せ先までご連絡下さい。

お問い合わせ先　　自衛隊　徳島地方協力本部　鳴門地域事務所（☎ 088－685－5306）

　

上
板
町
民
の
皆
様
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
と
徳
島
バ
ス
利
用
促
進
の
た

め
、
徳
島
バ
ス
定
期
券
購
入
者
に
対
し
て
、
補
助
金
の
交
付
を
行
い
ま
す
。

1
　
補
助
対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
町
税
等
を
滞
納
し
て
お
ら
ず
、
町
内
の
バ
ス

停
留
所
を
利
用
し
、
令
和
元
年
四
月
一
日
～
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
一
ヶ
月
以
上
の
徳
島
バ
ス
定
期
券
を
購
入
し
た
方
。

2
　
補
助
金
額

　

徳
島
バ
ス
定
期
券
購
入
費
の
１
／
２
の
金
額

　
（
一
、〇
〇
〇
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
）。

3
　
募
集
件
数

　

予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
に
受
付
。

4
　
申
し
込
み
手
順

　

①　

徳
島
バ
ス
か
ら
路
線
バ
ス
の
定
期
券
を
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
そ
の

時
、
領
収
書
も
あ
わ
せ
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

②　

企
画
防
災
課
窓
口
に
備
え
付
け
の
生
活
交
通
バ
ス
定
期
券
購
入
費
補
助

金
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
定
期
券
と
領
収
書
の
写
し
を

添
付
し
て
企
画
防
災
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

な
お
、
上
板
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
請
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

③　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
確
認
及
び
審
査
後
に
交
付
対
象
者
に
、
後
日
決
定

通
知
書
に
て
ご
案
内
を
し
ま
す
。
但
し
、
申
し
込
み
は
先
着
順
に
な
り
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
※
補
助
申
請
を
お
考
え
の
方
は
、
企
画
防
災
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

上
板
町
役
場
　
企
画
防
災
課
　
☎
六
九
四

−

六
八
二
四

お
問
い
合
わ
せ

徳
島
バ
ス
定
期
券
購
入
費

補
助
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
　

地
震
発
生
に
よ
る
住
宅
火
災
を
防
ぐ
た
め
、
お
住
ま
い
に
感
震
ブ

レ
ー
カ
ー
を
設
置
す
る
世
帯
を
対
象
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
に
対
し

補
助
金
の
交
付
を
行
い
ま
す
。

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
設
置
費
用
補
助
制
度

1
　
補
助
対
象
者

　

上
板
町
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

2
　
補
助
金
額

　

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の
購
入
費
及
び
設
置
に
要
す
る
費
用
の
合
計
額
の

１
／
２
の
金
額

　

※
補
助
金
の
額
に
一
、〇
〇
〇
円
未
満
の
端
数
が
出
た
場
合
は
、
切
り

捨
て
ま
す
。

3
　
募
集
件
数

　

予
算
の
範
囲
内
で
先
着
順
に
受
付
し
ま
す
。

4
　
申
し
込
み
手
順

　

①　

家
電
販
売
店
等
に
て
ご
希
望
の
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
を
選
ん
で
い
た

だ
き
、
店
舗
に
見
積
書
を
出
し
て
も
ら
い
、
企
画
防
災
課
窓
口
に
備

え
付
け
の
補
助
金
交
付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
見
積
書

の
写
し
を
添
付
し
て
企
画
防
災
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

な
お
、
上
板
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
請
様
式
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

②　

提
出
さ
れ
た
書
類
の
確
認
及
び
審
査
を
行
い
、
交
付
対
象
者
に
後

日
交
付
決
定
通
知
書
に
て
ご
案
内
を
し
ま
す
。
但
し
、
申
込
は
先
着

順
に
な
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

③　

交
付
決
定
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
後
に
、
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の
購

入
・
設
置
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
購
入
時
、
領
収
書
も
合
わ
せ
て
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　
※
補
助
申
請
を
お
考
え
の
方
は
、
企
画
防
災
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

上
板
町
役
場
　企
画
防
災
課
　☎
六
九
四

−

六
八
二
四

お
問
い
合
わ
せ
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農用地区域内の農地を農地以外に転用する場合は、
農用地区域除外申請が必要です。

受付期間　　令和元年９月２日（月） ～ ９月30日（月）

　申請書は、上板町役場　産業課窓口でお受け取りになるか、町ホームページからダウンロー
ドしてください。

　農用地区域内の農地を農地以外に転用する場合は、上板町が農用地利用計画を変更し、農用
地区域から除外を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
　農用地区域除外は、町が農業振興上の観点からその必要性を判断し行いますが、申請された
農地がすべて認められるわけではなく、申請の内容と町の農用地区域除外の考え方が一致した
場合に除外することができます。

　区域除外は、次の要件（１～５）をすべて満たす場合に限り除外されます。

申請　➡　農業振興地域整備協議会にて協議　➡　農業委員会の意見聴取
　　　➡　県との事前協議　➡　農用地利用計画変更案の公告･縦覧（30日間・住民の意見聴取）
　　　➡　農用地利用計画変更案に対する異議申出期間（15日）　➡　県との変更協議
　　　➡　県の同意　➡　変更公告　➡　除外の承認（申請者通知）

その土地を転用することが必要かつ適当（緊急性・他法令許認可の見込みが
ある）であって、　ほかに代替すべき土地がないこと。

除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率
化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがな
いこと。

除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を
営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められ
ること。

除外することにより、農用地区域内の土地改良施設（排水施設、農道等）の
有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して８年を経過していること。

要件１

要件２

要件３

要件４

要件５
（注１）土地改良事業が行われた農地は、事業がなされていない農地と比較して明ら
かに営農条件に優れており、公共投資の効用が十分に発揮されるよう、一定期間農
用地として確保する必要がある。

（注２）土地改良事業完了後８年経過した土地であっても、上記要件がすべて満たさ
れない場合及び町が地域農業の振興を図るうえで、農地として確保すべきと判断し
た場合は、除外が認められない。

除外が承認されるまでの事務スケジュール　概ね申請月から６ヶ月程度

（土日祝は含まない）

● お問い合わせ ●　　上板町役場　産業課　　☎６９４－６８０６

農
用
地
区
域
除
外
申
請
の
受
け
付
け
に
つ
い
て

農
用
地
区
域
除
外
申
請
の
受
け
付
け
に
つ
い
て

農家の皆さんへ
　稲
刈
り
後
の
田
ん
ぼ
で
、
も
み
殻
や
稲
わ
ら
を
焼
却
さ

れ
る
場
合
、
以
下
の
点
に
十
分
留
意
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

①
　田
ん
ぼ
の
近
く
に
民
家
が
あ
る
と
き
は
、
風
向
き
が
民

家
の
ほ
う
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
周
囲
に
迷
惑
が
か
か

ら
な
い
よ
う
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
　道
路
に
面
し
て
い
る
田
ん
ぼ
で
は
、
煙
が
通
行
の
妨
げ

と
な
ら
な
い
よ
う
に 

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

③
　火
は
と
て
も
危
険
で
す
の
で
、
焼
却
し
て
い
る
間
は
必

ず
近
く
に
い
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

④
　直
罰
の
対
象
と
な
ら
な
い
焼
却
で
あ
っ
て
も
、
周
辺
の

生
活
環
境
に
影
響
が 

生
じ
て
い
る
場
合
は
指
導
・
処
分
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

上
板
町
役
場
　産
業
課

○農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない
　ものとして行われる廃棄物の焼却
　例：農業者が行う稲わら等の焼却

例外規定
抜粋

  

基
準
に
適
合
し
た
焼
却
施
設
を
用
い
ず
に
廃
棄
物
を
焼

却
処
分
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
野
焼
き
」
は
悪
臭
や
煙
害
な

ど
に
よ
り
近
所
迷
惑
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
の
排
出
と
い
う
面
で
も
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
一

定
の
例
外
を
除
い
て
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

※

農
業
用
の
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
つ
き
ま
し
て

は
、
焼
却
せ
ず
に
年
二
回
の
共
同
処
理
回
収
日
に
回
収

場
所
ま
で
運
搬
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　
農
業
者
が
行
う
稲
わ
ら
等
の
焼
却
は
、
公
益
上
も
し
く

は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の
焼
却
又
は
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
廃
棄

物
の
焼
却
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
例
外
規
定
）
に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

田畑での稲わら等の焼却について田畑での稲わら等の焼却について
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農家の皆さんへ
　稲
刈
り
後
の
田
ん
ぼ
で
、
も
み
殻
や
稲
わ
ら
を
焼
却
さ

れ
る
場
合
、
以
下
の
点
に
十
分
留
意
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

①
　田
ん
ぼ
の
近
く
に
民
家
が
あ
る
と
き
は
、
風
向
き
が
民

家
の
ほ
う
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
周
囲
に
迷
惑
が
か
か

ら
な
い
よ
う
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
　道
路
に
面
し
て
い
る
田
ん
ぼ
で
は
、
煙
が
通
行
の
妨
げ

と
な
ら
な
い
よ
う
に 

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

③
　火
は
と
て
も
危
険
で
す
の
で
、
焼
却
し
て
い
る
間
は
必

ず
近
く
に
い
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

④
　直
罰
の
対
象
と
な
ら
な
い
焼
却
で
あ
っ
て
も
、
周
辺
の

生
活
環
境
に
影
響
が 

生
じ
て
い
る
場
合
は
指
導
・
処
分
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

上
板
町
役
場
　産
業
課

○農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない
　ものとして行われる廃棄物の焼却
　例：農業者が行う稲わら等の焼却

例外規定
抜粋

  

基
準
に
適
合
し
た
焼
却
施
設
を
用
い
ず
に
廃
棄
物
を
焼

却
処
分
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
野
焼
き
」
は
悪
臭
や
煙
害
な

ど
に
よ
り
近
所
迷
惑
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
の
排
出
と
い
う
面
で
も
特
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
一

定
の
例
外
を
除
い
て
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

※

農
業
用
の
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
つ
き
ま
し
て

は
、
焼
却
せ
ず
に
年
二
回
の
共
同
処
理
回
収
日
に
回
収

場
所
ま
で
運
搬
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　
農
業
者
が
行
う
稲
わ
ら
等
の
焼
却
は
、
公
益
上
も
し
く

は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の
焼
却
又
は
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
廃
棄

物
の
焼
却
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
例
外
規
定
）
に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

田畑での稲わら等の焼却について田畑での稲わら等の焼却について

　

歩
こ
う
会
で
は
、健
康
な
毎
日
を
過
ご
す
た
め
、

上
板
町
の
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

を
行
っ
て
い
ま
す
。
コ
ー
ス

は
ミ
ス
テ
リ
ー
コ
ー
ス
で
参

加
し
て
か
ら
の
お
楽
し
み
で

す
。

　

上
板
町
の
新
し
い
一
面
を

見
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
参
加
費
　
無
料
（
当
日
　
保
険
料
一
〇
〇
円
）

■
申
し
込
み
　
不
要

■
持
ち
物
　
飲
み
物
、
帽
子
、
タ
オ
ル
、
雨
具
、

　
　
　
　
　
　
健
康
保
険
証
　
等

　
※
小
学
生
以
下
の
方
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す

※
雨
天
決
行
（
警
報
が
出
て
い
る
場
合
は
中
止
）

主
催
　
上
板
町
歩
こ
う
会

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

■
日
　
　
時

令
和
元
年

令
和
２
年

　
９
月
20
日
（
金
）
　
１
月
10
日
（
金
）

　
10
月
10
日
（
木
）
　
２
月
10
日
（
月
）

　
11
月
10
日
（
日
）
　
３
月
10
日
（
火
）

　
12
月
10
日
（
火
）

午
前
９
時
～　
２
時
間
程
度

（
８
時
45
分
役
場
前
集
合
）

　

上
板
町
歩
こ
う
会

　

近
年
、
全
国
的
に
有
害
鳥
獣
に
よ
る

住
民
生
活
及
び
農
産
業
等
へ
の
被
害
が

深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
上
板
町
で
は
、
イ
ノ
シ
シ

に
よ
る
出
没
・
被
害
報
告
が
多
く
、
防

護
柵
設
置
等
に
よ
る
対
策
を
行
っ
て
き

た
結
果
、
イ
ノ
シ
シ
の
出
没
・
被
害
報

告
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
本
年

か
ら
サ
ル
の
出
没
・
被
害
報
告
が
急
増

し
て
い
ま
す
。

　

サ
ル
へ
の
対
策
方
法
の
ひ
と
つ
に

「
追
い
払
い
」
が
あ
り
ま
す
。

　

初
め
は
一
時
的
な
「
追
い
払
い
」
で

す
が
、
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
で
「
人

間
は
怖
い
」「
集
落
に
近
づ
い
て
は
い

け
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
覚
え
さ
せ
人

間
の
生
活
環
境
に
サ
ル
が
入
っ
て
こ
な

い
よ
う
に
す
る
方
法
で
す
。

　

サ
ル
や
イ
ノ
シ
シ
の
出
没
・
被
害
報

告
が
あ
る
と
、
上
板
地
区
猟
友
会
に
協

力
を
お
願
い
し
、現
場
に
急
行
し
ま
す
。

現
場
で
は
主
に
爆
竹
を
使
っ
て
追
い
払

い
を
行
う
た
め
、「
パ
ン
パ
ン
」
と
大

き
な
音
が
し
ま
す
が
、
急
を
要
す
る
活

動
の
た
め
、
予
め
の
ご
案
内
が
で
き
ま

せ
ん
。
有
害
鳥
獣
対
策
は
農
業
者
だ
け

で
な
く
、
住
民
皆
さ
ま
の
ご
理
解
が
不

可
欠
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

有害鳥獣対策に関するご理解ご協力をお願いします

上板町役場　産業課
☎694－6806
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補助対象経費は処理機等本体の購入価格です。
運搬費や設置費等は補助対象外です。

補助金額

手続き方法などお問い合わせ　　上板町役場　環境保全課　☎694－6813

※電話予約制度を導入しました。お電話一本で予約受付致します。
※補助金の交付は１世帯につき１回限りで、生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機のどちらか１台となります。
　（但し、補助金交付日から生ごみ処理容器は３年、電気式生ごみ処理機は５年、経過していればこの限りではない。）
※先着順に受け付け、補助台数に達し次第、締め切りとなりますので補助金希望の方は事前に環境保全課へ
　お問い合わせください。

①生ごみ処理容器（例：コンポスト・EM菌等使用容器）
　購入価格の２分の１以内の額で、３,０００円を限度。

②電気式生ごみ処理機（例：乾燥式・バイオ式）
　購入価格の２分の１以内の額で、２５,０００円を限度。

　生ごみの減量化及び資源化を推進するため、家庭用生ごみ処理容器等の購入に補助金制度を設けて
おりますのでご活用ください。
　詳細は、町ＨＰをご覧いただくか環境保全課へお問い合わせください。

生ごみ処理容器等でごみの減量化に取り組みませんか

　

こ
の
日
は
、
浄
化
槽
に
関
す
る
諸
制
度
を
整
備
し
た
「
浄
化
槽
法
」
が
、

昭
和
六
十
年
十
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

浄
化
槽
は
、
下
水
道
や
農
業
集
落
排
水
と
同
様
、
し
尿
や
生
活
雑
排
水
を

処
理
す
る
た
め
の
優
れ
た
性
能
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

浄
化
槽
を
適
正
に
維
持
管
理
し
、
き
れ
い
な
水
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

●
期
間

　
令
和
元
年
九
月
三
十
日（
月
）～

　
令
和
元
年
十
月
九
日（
水
）ま
で

●
対
象
地
区

　
上
板
町
　
全
域

●
お
問
い
合
わ
せ

　（
公
社
）徳
島
県
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー

　
　
☎ 

〇
八
八

−

六
三
六

−

一
二
三
四

　【
お
客
様
相
談
室
】

　
　
☎ 

〇
八
八

−

六
三
六

−

一
一
七
七

　

浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
て
い
る
方
は
、
一
年

に
一
回
、浄
化
槽
の
水
質
に
関
す
る
検
査
（
法

定
検
査
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
浄

化
槽
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
業
者
が
行
う

保
守
点
検
・
清
掃
と
は
別
に
受
け
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。

　

次
の
期
間
、
徳
島
県
知
事
指
定
検
査
機
関

で
あ
る
、（
公
社
）
徳
島
県
環
境
技
術
セ
ン

タ
ー
か
ら
対
象
施
設
に
は
申
込
書
を
送
付

し
、
連
絡
・
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

　

公
共
水
域
等
へ
の
水
質
汚
濁
を
防
止
す
る
た
め
に
、

平
成
十
三
年
四
月
一
日
よ
り
浄
化
槽
法
が
改
正
さ
れ
、

単
独
処
理
浄
化
槽
の
設
置
が
原
則
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
単
独
処
理
浄
化
槽
を
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
等
に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
ま

し
た
。

　

川
や
海
の
豊
か
な
自
然
を
守
る
た
め
に
、
合
併
処
理

浄
化
槽
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

合
併
処
理
浄
化
槽
の
利
点

●
生
活
排
水
の
汚
れ
が
約
一
〇
分
の

一
に
減
り
、
き
れ
い
な
排
水
な
の

で
安
心
し
て
流
せ
ま
す
。

●
わ
ず
か
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
れ
ば
短

期
間
で
設
置
で
き
ま
す
。

●
設
置
費
用
に
つ
い
て
は
補
助
制
度

が
あ
り
ま
す
。

10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す
。

浄
化
槽
法
定
検
査
の
お
知
ら
せ

2019（令和元）年　9　月　1　日　●　16



　
毎
年
、
台
風
等
で
立
木
が
道
路
上
へ
倒
れ
た
り
、
道
路
に
は

み
出
し
た
枝
で
通
行
車
両
が
損
傷
す
る
等
の
事
故
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
故
の
場
合
、
一
般
的
に
は
立
木
の
所
有
者
の
管

理
責
任
が
問
わ
れ
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
倒
れ
そ
う
な
立
木
や
道
路
上
に
は
み
出
し
た
枝
は
早
め
に
伐

採
し
、
事
故
の
未
然
防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

民
地
か
ら
道
路
へ
突
き
出
し
た

立
木
な
ど
の
管
理
に
つ
い
て

【
お
願
い
】

人　槽 新設
（補助限度額）

転換
（補助限度額）

５人槽 169,000 円 332,000 円
７人槽 207,000 円 414,000 円
10人槽 276,000 円 548,000 円

●合併処理浄化槽設置補助 　
町
外
か
ら
転
入
し
、
新
た
に
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
し
た
方
（
新
設
）、
及
び
単
独
処
理
浄
化

槽
や
汲
取
り
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
切
り
替

え
ら
れ
る
方
（
転
換
）
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
単
独
処
理
浄
化
槽
及
び
汲
取
り
槽
を
全

撤
去
し
た
場
合
、
左
記
の
と
お
り
撤
去
費
用
に
つ

い
て
も
補
助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
本
町
の
「
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
」
の
向
上
を

図
る
た
め
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
進
め

ま
し
ょ
う
。

区　分 補助限度額
単独槽撤去 90,000 円
汲取り槽撤去 90,000 円

●撤去費補助

台所、風呂
洗濯などの
排水

汚れが
合併型の
８倍

合併処理
浄化槽

計 ４g

計 32g

単独処理
浄化槽

未処理のまま放流

13g

27g

13g 5g

27g

5g＋27g＝32g

４g

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

※数値は１人が１日に出す水質汚濁物質の量を
　ＢＯＤで表したもの。

汚れが
少ない

水洗トイレ

◎受付期間：平成31年４月１日 〜 令和元年11月30日
　※なお、補助予定基数に達した場合は、受付期間の終了日前でも受付を締め切る場合があります。
　詳細については、上板町役場　環境保全課（☎ 694−6813）までお問い合わせください。 】

　
単
独
処
理
浄
化
槽
や
汲
取
り
槽
は
、
ト
イ
レ
の
排
水
対

策
と
し
て
有
効
で
す
が
、
台
所
、
浴
室
、
洗
面
所
等
の
排

水
を
浄
化
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
合
併
処
理
浄
化
槽
は
、
下
水
道
の
よ
う
な
大
規
模
生
活

排
水
処
理
施
設
と
比
べ
、
短
期
間
で
設
置
で
き
処
理
能
力

も
有
し
て
い
る
の
で
、
河
川
や
水
路
の
水
質
保
全
を
は
じ

め
、
快
適
な
生
活
環
境
を
実
現
す
る
た
め
の
有
効
手
段
で

す
。

　
町
で
は
、
農
業
集
落
排
水
事
業
区
域
を
除
き
、
合
併
処

理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
浄
化
槽
法
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
三
年
四
月

か
ら
は
浄
化
槽
設
置
の
際
に
は
、
原
則
合
併
処
理
浄
化
槽

が
義
務
づ
け
ら
れ
、
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
単
独
処
理
浄

化
槽
に
つ
い
て
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
に
努
め

る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
補
助

合
併
処
理
浄
化
槽
の
普
及
促
進
に
向
け
、支
援
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
で
使
用
有
効
期
間
が
八
年
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
水
道
課
で
は
期
間
が
満
了
す
る

前
に
新
し
い
メ
ー
タ
ー
へ
の
取
替
を
行
い
ま
す
。

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
工
事
は
、
水
道
課
が
発
注
し
た
上
板

町
指
定
給
水
装
置
工
事
業
者
が
行
い
、
今
年
度
中
に
対
象
と
な

る
メ
ー
タ
ー
を
順
次
取
替
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
費
用
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　取
替
工
事
時
の
注
意
点

○
工
事
の
た
め
敷
地
内
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
工
事
中
の
立
会
い
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
不
在
の
場
合
で
も
交
換
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
工
事
中
は
一
時
的
に
断
水
と
な
り
ま
す
。

○
メ
ー
タ
ー
取
替
後
、
水
が
濁
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
水

を
少
し
流
し
て
か
ら
お
使
い
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
工
事
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
上
板
町
役
場
　
水
道
課
　
☎
六
九
四

−

六
八
一
七

お
問
い
合
わ
せ
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　働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択
できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するた
め、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用
形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講
じます。

― 2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています ―
「働き方」が変わります！！

具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ

時間外労働の上限規制や年次有給休暇など労働基準法、
労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ
各労働基準監督署　労働時間相談・支援コーナー
　徳島 Tel：088－622－8138　鳴門 Tel：088－686－5164
　三好 Tel：0883－72－1105　阿南 Tel：0884－22－0890
徳島労働局労働基準部監督課　Tel：088－652－9163

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウ
や賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課
題について、以下の方法により専門家が無料で相談に応じます。
徳島働き方改革推進支援センター　Tel：0120－967－951

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待
遇差の解消に関するお問い合わせ
【パートタイム労働者、有期雇用労働者関係】
　徳島労働局雇用環境・均等室　　Tel：088－652－2718
【派遣労働者関係】
　徳島労働局職業安定部需給調整事業室
　　　　　　　　　　　　　　　　Tel：088－611－5386

電話・メール、来所による
個別相談

団体・自治体等の相談窓口
への専門家派遣

商工会議所等における
セミナー開催（個別相談会）

企業に対する個別コンサルティング
への専門家派遣

相談
無料

Point
1 施行：2019年4月1日～ ※中小企業は、2020年4月1日～

時間外労働の上限について、
月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、
単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）
を限度に設定する必要があります。

時間外労働の上限規制が導入されます！

Point
2 施行：2019年4月1日～

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です！

同一企業内において、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、
派遣労働者）の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに
不合理な待遇差が禁止されます。

Point
3 施行：2020年4月1日～

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！

※中小企業は、2021年4月1日～

徳島労働局
からのお知らせ

　「藍のふるさと阿波～日本中を染め上げた至高の
青を訪ねて～」が日本遺産に認定されたことを受け
て、阿波藍の歴史・文化やその魅力の情報発信、活
用事業を企画運営するサポーターを養成することを
目的として、サポーター養成講座を開催します。
　令和元年度は、講座４回　現地研修会 2 回の開催
を予定しています。
　受講をご希望の方は、下記までお問い合わせくだ
さい。

第１回目　令和元年10月 19日（土）　上板町中央公民館
　「『藍のふるさと　阿波～日本中を染め上げた至高の青を訪
　ねて～』のストーリーについて」
　「日本遺産の整備・活用について」
第２回目　令和元年10月 27日（日）　上板町中央公民館
　「阿波藍の栽培と加工」　　「藍と三番叟まわし」
第３回目　令和元年11月 10日（日）　上板町中央公民館　
　「灰汁発酵建藍染め」　　「藍と阿波踊り」
第４回目　令和元年11月 24日（日）　上板町中央公民館
　「藍屋敷」　　「人形浄瑠璃と藍」
第５回目　（日程未定）
　現地研修会「バスで巡る日本遺産１」
　場所：美馬市・阿波市・吉野川市・石井町
第６回目　（日程未定）
　現地研修会「バスで巡る日本遺産２」
　場所：徳島市・北島町・藍住町・板野町・上板町

藍のふるさと阿波魅力発信協議会　事務局
☎088－637－3128（藍住町教育委員会　社会教育課内）

上板町歴史民俗資料館　☎694－5688

お問い合わせ

「藍のふるさと阿波」魅力発信サポーター養成講座
　サポーター候補生募集！

日本
遺産
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上板町子ども・若者相談支援センター『あい』をご活用ください。
悩みをどこに相談してよいかわからない

対人関係が苦手で何事もうまくいかない

相談できる人が近くにいない

対象者

子ども・若者
（幼・小・中学生・中学卒業後～39歳ぐらい）

子育て相談会  『しゃべり・あい』 について（ご案内）　
『しゃべり・あい』は学校のこと、生活のこと、仕事のこと、様々な悩みを
抱える子ども・若者を応援する無料の子育て相談会です。
毎月　第４土曜日の　午後７時から午後９時まで『あい』で開催しています。

☆場所　上板町子ども・若者相談支援センター『あい』
　　　　上板町ふれあいセンター　２階

【幼稚園・小学生の保護者対象の個別相談会】
９月２８日（土）〈１９時～２１時〉

【中学生の保護者対象の個別相談会】
１０月２６日（土）〈１９時～２１時〉

それぞれ小学生、中学生の保護者を対象とした「個別相談会」
を開催します。
毎日の子育ての中で、困ったことや気になること、悩み事
や誰かに聞いて欲しいことなどありませんか。気楽にご相
談ください。
なお、個別相談は予約制とし、電話で直接受け付けます。

（土・日・祝日は休み）

相談窓口 連絡先

637－6006 9：00～17：00

予約受付時間（月～金）

９月・10月については、

　徳島地方法務局と徳島県人権擁護委員
連合会では、学校等における「いじめ」、
「体罰」や家庭内における児童虐待など、
子どもの人権問題解消に向けて開設して
いる「子どもの人権１１０番」電話相談
について、右記のとおり強化週間を実施
します。期間中は相談時間を延長すると
ともに、土・日も電話相談をお受けしま
す。通話料無料で相談できますので、い
じめなどに限らず学校や家庭、友達関係
の悩みごとなど、何でも御相談ください。

1　実施期間　令和元年８月29日（木）から９月４日（水）までの７日間
2　受付時間　午前８時30分から午後７時まで
　　　　　　　ただし、土曜日・日曜日は午前10時から午後５時まで
　　　　　　　※強化週間以外の日は平日の午前８時30分から午後５時15分まで
3　開設場所　徳島地方法務局人権擁護課
　　　　　　　（土・日は高松法務局人権擁護部）
4　電話番号　０１２０（００７）１１０　　
　　　　　　　※フリーダイヤル（通話料無料）
　　　　　　　※ＩＰ電話からは接続できません。
5　そ の 他　相談は無料、秘密は厳守します。

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

相談支援センター「あい」（ふれあいセンター2階）

■
日
　
時

　
九
月
二
十
五
日
　
水
曜
日

　
午
後
一
時
三
十
分
〜

■
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

　
馬
道
会
館
　
☎
六
九
四

−

四
八
六
八

　
上
板
町
西
分
字
原
渕
一
八
番
地
二

■
申
し
込
み
締
め
切
り

　
九
月
二
十
日
　
金
曜
日

　
午
後
五
時
ま
で

■
材
料
代
　
二
、〇
〇
〇
円

秋
の
草
花
の
香
り
を
楽
し
み
な
が
ら
、

寄
せ
植
え
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

す
て
き
な
昼
下
が
り
、
自
分
だ
け
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

寄せ植え教室の参加者募集
■
日
時

　
令
和
元
年
十
月
十
二
日
（
土
）

　
午
前
九
時
～
午
後
三
時
三
十
分

■
内
容

　
刑
務
所
作
業
製
品
の
展
示
・
販
売

　
刑
務
所
内
見
学

　
各
種
体
験
コ
ー
ナ
ー

　
（
藍
染
め
体
験
、
刑
務
官
変
身
体
験
な
ど
）

　
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

★
売
り
上
げ
の
一
部
を
犯
罪
被
害
者
支

　
援
団
体
に
寄
付
し
て
い
ま
す

★
一
、〇
〇
〇
円
以
上
お
買
い
上
げ
の

方
に
御
来
場
特
典
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

（
先
着
三
〇
〇
名
様
）

■
会
場

　
徳
島
刑
務
所

　
（
徳
島
市
入
田
町
大
久
二
〇
〇

－

一
）

　
☎
〇
八
八

－

六
四
四

－

〇
一
一
四

第38回　徳島矯正展 入場
無料
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馬
道
会
館
で
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル

プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
生
活
に
密
接
し
た

各
種
保
険
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

　

疑
問
や
不
安
を
か
か
え
て
い
る
か

た
、
老
後
の
生
活
設
計
に
悩
ん
で
い
る

か
た
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

・
年
　
　
　
金

・
健
康
保
険

・
失
業
保
険

・
労
災
保
険

・
交
通
事
故

・
生
命
保
険

・
住
宅
ロ
ー
ン

■
日
時
　
九
月
二
十
四
日
　
火
曜
日

　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

■
場
所
　
馬
道
会
館
　
☎
六
九
四

−

四
八
六
八

　
　
　
　
上
板
町
西
分
字
原
渕
一
八

−

二

　

相
談
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

く
ら
し
の
保
険
相
談

上 板 町 消 費 生 活 相 談 窓 口 からのお知らせ
　
「
マ
ル
チ
商
法
」
と
は
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
契
約
し
て
、
自
身
が
そ

の
組
織
の
勧
誘
者
と
な
り
紹
介
料
報
酬
等
を
得
る
商
法
で
す
。

　
一
方
「
モ
ノ
な
し
マ
ル
チ
商
法
」
と
は
健
康
食
品
や
化
粧
品
の
よ
う

な
実
際
の
商
品
（
モ
ノ
）
の
販
売
で
は
な
く
フ
ァ
ン
ド
型
投
資
や
副
業

な
ど
の
契
約
を
紹
介
す
る
商
法
で
、
近
年
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
で

は
主
に
二
〇
歳
代
以
下
の
若
者
の
相
談
が
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　【相
談
事
例
か
ら
み
る
特
徴
と
問
題
点
】

①　

勧
誘
の
き
っ
か
け
は
学
校
の
同
級
生
や
職
場
の
同
僚
・
先
輩
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
知
り
合
っ
た
友
人
か
ら
勧
誘
さ
れ
る
等
の
ケ
ー
ス
が

あ
り
、
人
を
紹
介
す
れ
ば
報
酬
を
得
ら
れ
る
等
得
を
す
る
こ
と
ば

か
り
を
説
明
し
、
実
際
の
も
う
か
る
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い
と
い

う
特
徴
が
み
ら
れ
ま
す
。

②　

知
人
か
ら
勧
誘
さ
れ
る
と
断
り
に
く
く
消
費
者
金
融
で
借
金
を

し
て
支
払
っ
た
ケ
ー
ス
な
ど
も
み
ら
れ
ま
す
。

③　

解
約
や
返
金
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
事
業
者
の
連
絡
先
を
把
握

し
て
お
ら
ず
、
勧
誘
者
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
連
絡
先
し
か
知
ら
な
い
場

合
は
交
渉
が
困
難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　【ア
ド
バ
イ
ス
】

■
実
態
や
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い
も
の
は
契
約

し
な
い

■
友
人
や
知
人
か
ら
勧
誘
さ
れ
て
も
（
モ
ノ
な

し
マ
ル
チ
商
法
な
ど
）
き
っ
ぱ
り
と
断
る

■
安
易
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
高
額
決
済

や
借
金
を
し
な
い

　
　

不
安
に
思
っ
た
場
合
や
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場
合
は
左
記
相
談
窓

口
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
消
費
生
活
に
関
す
る
ご
相
談
は

　
上
板
町
消
費
生
活
相
談
窓
口
へ

　
☎
六
九
四

−

六
八
一
六
　
秘
密
厳
守
・
相
談
無
料

　
受
付
　
平
日
九
時
〜
十
六
時
三
十
分

　
　
　
　
　
　（
土･

日･

祝･

年
末
年
始
を
除
く
）

　
「
成
年
後
見
制
度
」
と
は
、
本
人
の
判
断
能
力
が
不
十
分

な
場
合
に
、
本
人
を
法
律
的
に
保
護
し
、
支
え
る
た
め
の
制

度
で
す
。

　

ま
た
、
相
続
や
遺
言
の
ご
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
　
時

　
十
月
一
日
（
火
）　
午
後
一
時
〜
三
時

　
※
偶
数
月
の
第
一
火
曜
日
に
無
料
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
場
　
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館（
上
板
町
役
場
二
階
）　
第
一
会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ

　
一
般
社
団
法
人
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
　
徳
島
県
支
部
徳
島
県
行
政
書
士
会
内

　
　
☎ 

〇
八
八

−

六
七
九

−

四
四
四
〇

成
年
後
見
・
相
続
・
遺
言

無
料
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
役
所
の
仕
事
に
対
す
る

苦
情
や
要
望
な
ど
の
相
談
を
受
け
、
必
要
に
応

じ
て
関
係
行
政
機
関
に
あ
っ
せ
ん
を
行
い
ま

す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

一
日
行
政
相
談
所

開
設
予
定
日

■
開
設
日

　
九
月
十
八
日
（
水
）

■
開
設
時
間

　
午
後
一
時
三
十
分
〜
午
後
三
時
三
十
分

■
開
設
場
所

　
上
板
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

上
板
町
で
は
法
務
大
臣
よ
り
委
嘱
を
う
け
た

人
権
擁
護
委
員
が
、
皆
様
の
人
権
に
つ
い
て
の

相
談
を
受
け
た
り
、
法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら

人
権
を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

令
和
元
年
九
月
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
開
催
日
時

　
九
月
十
八
日（
水
）

　
午
後
一
時
三
十
分
〜
午
後
四
時

■
開
催
場
所

　
上
板
町
中
央
公
民
館
・
第
一
会
議
室

　（
役
場
二
階
）

人

権

相

談

モ
ノ
な
し
マ
ル
チ
商
法
に
ご
注
意
！
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■お問い合わせ
　一般社団法人ジャパンブルー上板
　（とくしま上板熱中小学校事務局）
■期　間
　2019年10月～2020年３月の月２回程度、
　土曜日の午後13時から(予定)
■授業料
　１万円 (材料費別、授業回数約10日開講・約20授業)
■申し込み方法
　TEL：694－7766　FAX：694－7767
　Mail :ai@necchu-kamiita.com

　全国のゆるキャラたちが集まる「ゆるキャラ®
グランプリ2019」が11月２日（土）・３日（日・祝）
に、長野市オリンピック記念アリーナ・エムウェー
ブ特設会場で開催されます。
　今年は、わが町の観光イメージキャラクター
「かきじぃ」も、エントリーしています。
　投票終了は、10月25日（金）午後６時です。皆様、
かきじぃへの１日１票の投票、応援よろしくお願
いいたします。

　８月17日（土）技の館で、
かきじぃ村　夏祭りを開催しました。
　カラオケ大会、平野シマコ先生による上板音
頭、花火大会や縁日ブース・屋台ブースと大盛
り上がりとなりました。
　技の館で初めて開催した夏祭りは、今後も定期的に開催していきたいと思っています。
　皆さまのおかげで私たち事務局も、一緒に楽しい想い出をつくることが出来ました。
　ご来場いただいた皆さま、またご協力いただいた関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

※投票方法など詳しくは、ゆるキャラ®グランプ
リホームページをご覧ください。

※ゆるキャラ®グランプリホームページ
　http://www.yurugp.jp/

　同ホームページ
　二次元バーコード ▼

「かきじぃ」に投票よろしくお願いいたします!

みなさまのいっぴょうが、
はげみになるんよ～

熱中小学校は第６期生を９月から募集します。
（2019年10月～2020年3月）
仲間と一緒に楽しく学べる、大人の社会塾です。
ここ熱中小学校で、新しい仲間・自分と出会い、新しい
ことに挑戦してみませんか？
熱い想いをもったあなたのご入学をお待ちしております。

「かきじぃ」に投票よろしくお願いいたします!

第６期 入学生徒募集中！入学生徒募集中！

「熱中連」阿波踊り「熱中連」阿波踊り
　８月12日（月）、上板熱中小学
校の生徒40名、宮崎・高知・富
山からの熱中小学校の生徒さん
20名の総勢60名で藍場浜演舞

場と市役所前の2カ所で踊り込みをしました。
　授業や毎週末の練習により隊列やかけ声はき
れいに揃い、藍染で１枚１枚染めた藍色の法被
が演舞場でひときわ目立っていました。県外の
方は初めての阿波踊りでしたが、事前に練習を
行いその成果を十分に発揮しました。
　また、『娯茶平』の方々にご協力いただき、
鳴り物で一緒に盛り上げていただきました。
　笑顔で踊る熱中小学校の有志はかっこよかったです。

かきじぃ村
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